【大倉山おへそ】　　規約

平成24年6月1日

第一条〔名称〕

本会は【大倉山おへそ】と称する。

第二条〔目的〕

1. この規約は、本会の活動に必要な事項を定めるものとする。

2. 本会は、次のことを目的に活動していく。

大倉山を中心とした周辺地域の人および活動をつなぎ、情報やスキルを地域で循環させていく。

大倉山の暮らし全体を丸ごと楽しむきっかけづくりでもあるイベントの実施、仕組みづくりを実施していく。

第三条〔活動場所 〕

1. 大倉山商店会　振興会館

2. 主に「街カフェ 大倉山ミエル」
第四条〔会員〕

1. 本会の規約に賛同し、会の活動を自発的に支えていく者が「担い手会員」と

なることができる。

2. 会員は、この会の活動において対等な権利と責任を有する。お互いの立場を尊重し、できる時にできる人ができる範囲で、ただし、その中では責任を持って、楽しみながら活動していく。

第五条〔役員〕

1. 本会に以下のメンバーを置く。

代表
　　　1名　　　副代表　　　2名
2. 会議において立候補または推薦で決定する。但し、再任は妨げない。

第六条〔運営〕

1. 本会は、大倉山での情報収集・情報発信の担い手として活動。

2. 「情報発信」を目的とした講座を企画・運営していく。

3. コワーキングスペースとして、地域の人が仕事や打ち合わせを
するための開かれた場所を運営する。

4. 必要に応じ会議を開催し、会の運営上必要な事項を審議する。

5. 会議の内容は、議事録に残し共有する。

第七条〔会計〕

1. 本会の経費は、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

2. 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日までとする。

附則


1　平成24年度の役員は、以下の通りで実施する



代表　　　　望月啓代



副代表　　　鈴木智香子


副代表　　　松江川直子
